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東北地方整備局営繕部では、各省各庁の施設保全責任者による「保全計画」の作成がより一

層推進されるように取り組んでいます。これまでも各種の説明会や地区保全連絡会議で説明し

て参りましたが、「保全計画」の“中長期保全計画”について整理してみたいと思います。 

 

さて、各省各庁（施設保全責

任者）は保全に関してどのよう

に取り組む必要があるのでしょ

うか。各条文は左記のとおりで

すが官公法では「適正に保全し

なければならない」、保全の基準

では「計画的にかつ効率的に保

全しなければならない」、要領で

は「保全計画」を作成する」と、

その作成について定めています。 

 

では、平成２５年度の保全実態調査の結果から東北管内の保全の現況を見てみましょう。総

評価が「良好」（総評点が８０点以上）と「概ね良好」（同６０点以上）をあわせた施設は９３．

１％でした。しかし「保全計画書の作成状況」について

は全体の約４割の施設が未作成であり、より一層の改善

が必要という状況です。 

このように「保全計画」については作成する旨の定め

がありながらその作成の割合は低く改善が必要となって

いることから、施設保全責任者が作成する“中長期保全

計画”について紹介していきます。 

 

●“中長期保全計画”とは 

保全に関する基準で計画的に保全しなければならないと定めていますが、その期間は施設が

建設されてから取り壊しを行うまでになります。この期間、すなわち施設を運用する全期間に

おいて、中長期的な視野に立った予防保全（※１）の実施、建築物等の長寿命化の促進及び効

率的な予算執行のために、中長期的な保全予算の推計に利用する計画の作成が必要となります。

修繕周期・更新周期などの情報に基づいて、部材

や機器ごとに年度別の更新及び修繕費用を算出し、

それらを集計することで、個々の建物に対応した

“中長期保全計画”を作成することが求められま

す。 

 

保全ニュースとうほく  

施設保全における「保全計画」“中長期保全計画”について（その１）

◆官公庁施設の建設等に関する法律（官公法） 

第１１条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯

施設を、適正に保全しなければならない。 

◆国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準（一部抜粋） 

  第一 各省各庁の長は、・・・、その所管に属する建築物及び附帯施

を計画的かつ効率的に保全しなければならない。 

◆国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領 

  第３ ２．① 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等の中長期

保全計画及び年度保全計画（以下「保全計画」という。）を作成する。

予防保全※１ 

予防とあるとおり、実際に不具合や故障等を生じて

しまう前の段階に、施設の部分・部品等を修繕もしく

は交換して所定の状態に維持する保全のこと。（不具

合等が生じてから対応する場合は事後保全という。）
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●“中長期保全計画”の必要性 

予算というものは年度ごとに大幅に増減するものではありません。一方で保全に要する費用

は部材や機器の経年及び更新時期の違いなどにより、年によって費用の変動が大きくなります。

従ってこの増減する保全の費用をなるべく平準化していく必要があります。また所管施設のス

トックが老朽化していくと、どうしても必要となる保全費

用が増大してしまいます。 

 

このような理由により、施設を保全するうえで必要とな

る多額の修繕・更新費用の発生時期を事前に把握して、例

えば同じ施設で関連する工事を同時に実施することでライ

フサイクルコストを低減するためや、複数施設で同じ年に

発生する工事を複数年に分けて費用の平準化を図るためな

ど、“中長期保全計画”を立案して計画的な保全に資するこ

とが必要となります。 

 

●“中長期保全計画”の作成 

 では “中長期保全計画”がなかなか作成されない理由とは何でしょうか。さまざまな理由が

考えられますが、必要性は理解されるものの計画作成のためには専門的知識や多大な手間が必

要と思われているのではないかと考えられます。 

このため、官庁施設情報管理システム（以下、「ＢＩＭＭ

Ｓ－Ｎ」とする）の施設維持管理機能にある 「中長期保全

計画作成」について紹介し、本機能の活用により“中長期

保全計画”の作成を推進していただければと思います。 

 

●中長期保全計画作成機能の特徴 

ＢＩＭＭＳ－Ｎでは、従来の機能を改善して平成２６年

度から搭載したもので、その特徴は次のとおりです。 

保全実態調査でＢＩＭＭＳ－Ｎへ登録している基本情報

のみでも、システム上であらかじめ設定されているモデル

建物の入力データを利用して、作成ボタンを押すだけで中

長期保全計画の作成が簡易に出来るようになっています。 

 

さらに、基本情報のみで作成された計画か

ら、実際の建物の仕様等、より多くの情報を

詳細に入力することで、施設の実態に即した

計画まで作成することが出来ます。 

また、作成した“中長期保全計画”はＢＩ

ＭＭＳ－Ｎに保存が出来るため、必要に応じ

た計画の見直しにも活用できるようになって

います。 
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●中長期保全計画作成機能の初期設定の仕様・数値の考え方 

ＢＩＭＭＳ－Ｎには、仕様や更新周期、数量等があらかじめ設定されて

います。 

仕様は「建築物等のライフサイクルコスト（平成１７年度版）」に掲載さ

れている３，０００㎡程度の事務庁舎の標準仕様となっています。 

更新周期・単価についても、建築物等のライフサイクルコストに掲載さ

れているものを使用しています。 

 

●中長期保全計画作成機能の使用にあたっての注意点 

上記のとおり標準的な事務庁舎を

基に数量を算出するようになってい

ることや、コストも標準的な仕様の

ため、ＢＩＭＭＳ－Ｎを使用した中

長期保全計画は実際の建物とは乖離

した結果になる場合があることを理

解しておく必要があります。より正

確な中長期計画の作成のためには、

計画を作成する対象施設の仕様に合

わせ設定を変更し、実際の建物の状

況に近づけていく必要があります。 

 

今回は、「保全計画」の“中長期保全計画”についての整理として、ＢＩＭＭＳ－Ｎの施設維

持管理機能による中長期保全計画作成機能の概要までを紹介しました。 

次回は、ＢＩＭＭＳ－Ｎを利用して中長期保全計画をどのように作成するか、具体的な手順

について紹介します。 

 

施設保全責任者、施設保全担当者の方々へ 

平成 26 年度の保全実態調査等へご協力をいただきありがとうございました。 

今後も官庁施設情報管理システム（BIMMS-N）の利用に関する情報提供をしていきます。

【官庁施設情報管理システム（ＢＩＭＭＳ－Ｎ）に関する問い合わせ先】 

   東北地方整備局 営繕部 調整課     （担当：保全企画係） 

       TEL 022-225-2171   FAX 022-225-2237 

 

【保全業務に関する問い合わせ先】 

   東北地方整備局 営繕部 保全指導・監督室（担当：保全指導係）  

       TEL 022-225-2171   FAX 022-268-7833 

   東北地方整備局 盛岡営繕事務所（担当：保全指導・監督官及び調査・保全係） 

    TEL 019-651-2015   FAX 019-605-8115 
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